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検討会の議論を
踏まえ制度化



船員への教育、雇入れ時の確認

⚫船舶所有者は自動運航船に乗り組む船員に対し、あらかじめ自動運航システムに関する教育訓練を実
施し、当該教育訓練を受けたことを雇入れ時に確認する仕組みの構築を検討する。

船舶所有者

船 員
船 長

運輸局等
雇入契約の届出

自動運航システムに関する
教育訓練の実施

船員が教育訓練を
受けたことの確認

※教育訓練のために必要な実施項目の例
・メーカー側での船員向け説明資料の作成
・システムの試験時に船員及び運航会社への説明
・手順書、指示書の準備
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① 船舶を所有している者
② 船舶共有の場合は船舶管理人

③ 船舶賃借の場合は船舶借入人
④ 上記以外の者が船員を使用する
場合はその者
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